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　その①では、簡易水道事業の変遷、経営
実態と統合の効果などについて全国簡易水
道統計のデータを用いて検討した。今回は
さらに踏み込んで、簡易水道事業の多様性
と産業の関係、これまでの簡易水道統合の
実態、簡易水道統合後の姿などについて述
べたい。

 2 簡易水道事業の多様性
（北海道の簡易水道を例として） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

　北海道の水道事業について、前出の図（そ
の① 図７）と同様の考え方で作成した結
果を図１に示す（平成30（2018）年度のデー
タ使用）。ただし、縦軸は給水人口密度（現
在給水人口÷給水区域面積）である。前回
述べたように、簡易水道統計の給水区域面
積には誤記が多いためそのまま利用できな
い。そこで、簡易水道事業の経営分析比較
表１）に記載されている給水区域面積と簡

図１　現在給水人口と給水人口密度の関係（平成30（2018）年度、北海道）
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易水道統計の値を比較し、値が違う場合に
はGoogleマップにより地図上での面積測
定を行い確認した。修正された給水面積は、
北海道の全207データ中41データである。
100％正確とは断言できないが、信頼性は
向上したと判断される。おそらく統計全体
で、数百の事業体の給水区域面積に誤記（主
に単位の間違い）があると推定され、今後、
各事業体で統計値を精査していただくこと
をこの場を借りてお願いしたい。
　図１は、可住地人口密度を使用した前出
の図（その① 図７）とは異なり、給水人
口が小さくなるほど点のバラツキが非常に
大きくなる。簡易水道の給水人口密度は最
大３桁の差がある。これは、言うまでもな
く可住地人口密度と給水人口密度の値の違
いが原因である。一般に、簡易水道は給水
人口も給水人口密度も小さいと思われがち

だが、給水人口密度が上水道事業と同レベ
ル（1,000人/㎢）の簡易水道も存在する。
このバラツキの原因を検討してみたい。
　北海道の簡易水道事業の給水区域を空中
写真で見ると、沿岸型、内陸型、沿岸―内
陸型の三つに分類できることがわかった。
沿岸型は、後背地が極めて狭い漁業を主産
業とする地域が多く、海岸線に沿って点在
している。それに対して、内陸型は農業地
域であり、比較的広い給水区域面積を持っ
ている。沿岸―内陸型は、上記二つの型の
中間的なもので、海に注ぐ河川に沿って、
内陸から沿岸に向かって細長い給水区域を
持っているケースが多い。空中写真により
各事業体の型を判断し、分類したデータに
ついて、給水人口密度のランク別事業体数
を図示すると図２が得られ、沿岸型の給水
人口密度は明らかに大きいことがわかる。

図２　立地条件別給水人口密度の分布（平成30（2018）年度、北海道、簡易水道）
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それに対して内陸型、沿岸―内陸型の給水
人口密度は総じて小さいが、比較的広い範
囲に分布することが特徴である。
　このように、自然、産業などの条件が給
水人口密度の大きなバラツキの原因となっ
ている。給水人口密度で見ると沿岸型が経
営的には有利ではあるが、移動手段が沿岸
の道路のみの事例が多く、交通アクセスや
他の事業体との連携という点では、内陸型
や沿岸―内陸型と比較して不利である。一
方内陸型は、隣接する上水道事業給水区域
より広い給水面積を持つこともあり、経営
効率は悪いが周辺とのアクセスは比較的良
い。このように簡易水道事業は立地条件や
産業構造などの影響を受けてそれぞれが個
性的である。北海道以外の地域では他の要
因が関係する場合もあろう。広域連携を視
野に入れると、簡易水道事業体の多様性の

要因を把握することが必要である。

 3 簡易水道統合の実態 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

　厚生労働省は簡易水道の統合政策を平成
19（2007）年度から開始した。すでに数字
上は簡易水道事業体数が急減し、着実に統
合が進んでいるように見える。ここでは浄
水場数データから統合の実態を探ってみ
る。
　図３は、簡易水道の統合が急速に進行し
た平成24（2012）年度から平成30（2018）
年度までの、全国の簡易水道事業体数と浄
水場数の変化を示したものである。浄水場
数は、簡易水道事業のもの、上水道事業の
もの、両者の合計数をプロットしてある。
簡易水道事業の浄水場数は、簡易水道事業
体数とほぼパラレルに減少していくが、そ
の減少分（2,909か所）のほとんどは上水

図３　簡易水道統合に伴う浄水場数の経年変化（全国）
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道事業の浄水場数の増加分（2,848か所）
となって上積みされている。すなわち、上
水道事業に統合された簡易水道事業の浄水
場は、そのほとんどが継続利用されており、
両者を合わせた浄水場の合計施設数はごく
僅かしか（61か所）減少していない。
　そもそも多くの簡易水道は、近傍に上水
道の給水区域がないため、身近な水源を利
用して整備されたものである。したがって、
管路の接続を伴う施設の統廃合が効果を上
げるケースは限定的で、多くの施設がその
まま存続するのは当然の結果と言えよう。
　簡易水道を統合すると国庫補助などの対
象外となるため、小規模の上水道事業体ほ
ど統合後の水道経営は困難となる。特に、
施設をそのままで経営統合すると、吸収し
た事業体は赤字を全て被ることになる。繰
り返しになるが、小規模な上水道や簡易水
道は、その①で述べたように独立採算経営
は不可能である。上水道が簡易水道を統合
するのは、財政的には上水道が簡易水道の
赤字を補い、同一自治体の中で水道のサー
ビスレベルを同じにすることを意味する。
したがって、吸収母体の上水道事業の規模
が小さいほど、簡易水道統合による負担は
相対的に大きくなる。最悪のケースは、簡
易水道同士が統合して上水道事業に格上げ
になったケースである。実態は何も変わら
ないのに旧簡易水道への補助金が削減さ
れ、経営難に陥る事例も生じた。このよう
な事態に対して、国は、経営を圧迫する恐
れのある簡易水道を統合した上水道事業に

対して、引き続き国庫補助制度や地方財政
措置を継続している２）。統合によって姿の
見えなくなった旧簡易水道への補助制度の
継続は、現場にとって切実な要望である。
また、その③で述べるが、給水人口5,000
人以下の上水道事業が今後増加し、経営困
難な状況に陥ると予測される。長期的視点
から、小規模水道事業の補助制度の在り方
を検討すべきである。

 4 簡易水道統合後の姿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

　簡易水道事業の統合が進んだ場合、我が
国の水道事業は最終的にどのような姿にな
るのであろうか、あるいはその先にはどの
ような課題が待ち受けているのだろうか？
今、簡易水道の統合そのものが目的化して
いる傾向があるが、先に述べたように、統
合による劇的な経営改善は期待できず、施
設もそのまま継続利用されている場合が多
い。したがって、統合＝問題解決とはなら
ない。そこで統合後の姿・課題を考えるた
めに、統合がすべて完了した後の姿を推定
してみたい。
（１）公営簡易水道統合後の姿
　公営簡易水道の統合が終了した時の姿
を、平成30（2018）年度の統計資料を用い
て推定した。統合の方針は「一自治体一水
道」とした。一自治体一水道体制とは、経
営を一体化することで、施設統合には拘ら
ない。具体的な統合方針は以下のとおりで
ある。
・ 上水道事業と簡易水道事業を経営する自
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治体は、全て上水道事業に統合。
・ 複数の簡易水道事業を経営する自治体は
一つの簡易水道事業に統合する。（上水
道事業と簡易水道事業の区分けは現在給
水人口を使用した。すなわち、統合によ
り現在給水人口5,000人を超える場合は
上水道事業としてカウントした。）
　この体制の実現は、自治体の水道行政を
一本化し住民に公平なサービスを保障する
体制を構築することになる。もちろん、こ
れによって経営上の問題が解決されるわけ
ではないが、その後に想定される広域連携
の準備段階として達成されるべき目標と位
置付けられる。

　統合完了後の全国の計算結果を表１に示
す。平成30（2018）年度現在、我が国で2,547
ある公営簡易水道事業は、一自治体一水道
事業の方針で統合すると309事業（町営
167、村営142）まで激減する。現在、複数
の町営簡易水道事業のみ持つ自治体（町）
201町のうち、統合により現在給水人口が
5,000人を超えて上水道事業に移行するの
は34事業である。
　また、都道府県ごとの統合結果を図４に
示した。簡易水道事業の約４分の一が北海
道に集中している。すなわち北海道では、
一自治体一水道として統合しても、75の簡
易水道事業（町営62、村営13）が残り、統

表１　一自治体一水道に統合後の姿（公営簡易水道事業、全国）

、

2,848か

2,909か

8 vol.67  No.4  2022

|小|規|模|水|供|給|シ|リ|ー|ズ|



合後の姿は他の都府県と全く異なる。この
背景には、そもそも北海道は九州の約２倍
の面積を持ち、自治体数（特に町の数）が
他県に比較して圧倒的に多いことがある。
加えて、平成の大合併（平成10（1998）年
度から平成22（2010）年度）でも効率的な
合併が行われなかったことも要因となって
いる。すなわち、全国的には平成の大合併
で自治体数が約47％減少したが、北海道は
約16％の減少に留まった。第２位が長野県
の33事業体（主に村営）であるが、これは
村数が全国一多いことが原因である（35
村）。 
　以上のように、一自治体一水道の方針で
簡易水道の統合を行うと、北海道と長野県
を除く都府県では簡易水道の事業体数が劇
的に減少する。実態としては旧簡易水道の
施設の多くはそのまま利用されると思われ

るが、同一自治体内では、上水道事業が旧
簡易水道を支援する仕組みが出来上がり、
水道料金も一元化されることになる。もち
ろん、繰り返しになるが、規模の小さい事
業体ほど簡易水道の統合によって経営が圧
迫されることは容易に想像されるため、見
えなくなった旧簡易水道に対する支援措置
は引き続き必要である。
（２）非公営簡易水道について
　非公営簡易水道は平成30（2018）年度で
未だに650事業ある。その内訳は、全国で
自治会等組合営が589事業体、現在給水人
口が15万人弱、私営が61事業体、１万人弱
である。今後、公営簡易水道の統合が順調
に進むなかで、非公営簡易水道の統合が進
まなければ相対的に非公営簡易水道の割合
は大きくなる。 
　非公営簡易水道の650事業体中500事業体

図４　公営簡易水道統合完了時の都道府県別公営簡易水道事業体数
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が市部に位置するが、事業体数は都道府県
によって大きく異なる（図５）。特に市部
の非公営簡易水道は、特定の自治体に集中
する傾向がある。非公営簡易水道は同一自
治体内でも料金体系が不統一で、統合への
障害が残っているが、市に存在する事業体
をすべて統合すれば一気に500の事業体が
減少することになる。
　非公営簡易水道は、国庫補助制度が始ま
る以前から、あるいは国庫補助が行き届か
なかった地域で住民によって整備されてい
た水道である。それぞれの地域で過去の経
緯があると思うが、人口減、高齢化、老朽
化等により今後の経営は厳しいものと推定
される。現在まで官に依存せず自主的に運
営してきた非公営簡水を、単に非公営とい
う理由で統合政策の対象外とすべきではな
く、非公営簡易水道の公的支援の充実と統

合を進めていくべきである。
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図５　都道府県別の非公営簡易水道事業体数（平成30（2018）年）
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